
 

亀田郷地域センターでは、亀田郷土地改良区組合員とその同居家族を対象にし

た「生涯健康管理」を推進するため、木戸病院健診センターでの半日ドック受診

について、助成金を交付しています。多くのみなさまがこの制度を積極的に活用

し、自らの健康管理に役立てられますよう期待しています。 

 

 

 

 

 

◎ 助成制度活用の方法 ◎ 

これまでは亀田郷土地改良区の各工区で受診助成券を発行していましたが、 

平成２８年４月１日受診分からは、ご申告に基づく制度といたします。 

木戸病院健診センターでの半日ドック受診をご予約の際、「亀田郷土地改良区の

組合員（または同居家族）である」ことをお申し出ください。受診後の支払い時、

助成額を差し引いた金額で、健診料が請求されますので、請求額をお支払い願い

ます。 

 

 

助成上限額：１人、年１回につき 5,000円 

助成対象：亀田郷土地改良区の組合員または同居家族 

木戸病院健診センター健康管理助成のご案内 

木戸病院健診センター予約受付電話番号  

025-270-1831 （ 平日 11:00～16:30 ） 


